
  Question　1 　第１部　公正競争規約と公正取引協議会

「公正競争規約」ってなーに

業界（事業者または
事業者団体）が、不当

な表示による顧客の獲得競
争を規制するために、自主
的に定めたルールが公正競
争規約です。公正競争規約
は消費者庁及び公正取引委
員会の認定を受けることが

必要です。
消費者のため
がんばって
ヨ～ン !!

アイアムア
公正競争
規約 !!

公正な
競争の
確保！

消費者の
利益の
保護！

「自主ルール」

消費者庁
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